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現地機関の見直しについて（審議会答申案） 
 

本庁及び現地機関の組織の見直しについては、平成 19 年３月 15 日に知事から当審議会に諮問が

あり、このうち本庁の見直しについては、平成 19 年 11 月２日に答申を行い、それを受けて、平成

20 年４月１日に部局の再編が実施されました。 

もう一つの課題である現地機関の見直しについては、平成 20 年１月 22 日開催の第６回審議会か

ら実質的な審議を行い、計７回の審議会を通じての議論、「現地機関見直し答申素案」に対する県民

意見や県議会における議論などを踏まえて、当審議会の考え方を以下のとおりまとめました。 

 

１ 再編の背景・必要性 

   現地機関再編の背景・必要性としては、次の５点があげられます。 

   ① 本県をとりまく財政状況はいっそう厳しさを増しており、組織のスリム化・効率化が欠

かせないこと 

   ② 市町村合併が進展し、市町村の役割が拡大する一方で、県の役割・権限が縮小しており、

そうした状況に対応した組織の見直しが必要なこと 

   ③ 交通網の整備・IT 化の進展により、県民の方々や市町村の皆さんの現地機関への来所や、

職員の現場への移動の利便性が相当程度向上し、また、必ずしも窓口が身近になくてもよ

い状況が生まれていること 

   ④ これまで組織を見直さずに職員数を削減してきたために、１所当たりの職員数が減少し、

組織として専門性を確保していくことが難しい状態が生じていること 

   ⑤ 行政需要が多様化しており、従来にも増して統合、専門職の相互配置など現地機関間の

連携の強化が必要になってきていること 

   このようなことから、現地機関の再編を行い、時代の変化に対応した組織としていく必要が

あります。 

   

２ 目指す組織と見直しに当たっての基本的考え方 

   現地機関の再編に当たって目指す組織としては、 

○ 簡素で効率的な組織  

    ○ 機能が発揮できる組織（県民・市町村の利用しやすさ、業務執行のしやすさ等） 

  の２点とし、そうした組織とするために、「現地機関見直しに当たっての基本的考え方」を次の

とおりとしました。 

    ①  県民の方々の利便性に配慮したうえで、できるだけ広い管轄区域とすることが必要です。 

     それにより、スリムな組織を実現し、人員体制の集約化による専門性の確保・機能の発揮

を図ります。 

      なお、その際には、以下の事項を考慮する必要があります。 

       ◇広域圏・ブロックとしてのまとまり・一体性 
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       ◇県の現地機関全体としての管轄区域の整合性 

       ◇利用者の利便性、業務のしやすさ 

         ・サービスを受ける方や現場の数・分布状況、庁舎からの時間距離 

         ・緊急的対応の有無、頻度 

・業務の種別（出張対応、来庁対応、電話相談等） 

       ◇状況の変化（業務量、県の役割等） 

       ◇県と市町村との役割分担、二重行政の排除 

         ・業務の連携、共同化の可能性 

    ② 指揮命令系統が単純で、組織間の連携が取りやすい組織形態とすることが必要です。 

     それにより、意思決定が速く、組織の屋上屋化を排除し、連携しやすく、効果的な施策運

営を図ります。 

      その際には、以下の事項を考慮する必要があります。 

       ◇県民の方々がわかりやすい組織、名称 

       ◇機関相互が調整、連携しやすい組織 

       ◇業務の共同化も含めた市町村との連携が取りやすい組織 

    ③ 効率的な職員配置とすることが必要です。 

     それにより、スリムな組織、組織としてのまとまり、専門性・機動性の確保を図ります。 

      その際には、以下の事項を考慮する必要があります。 

       ◇業務内容 

       ◇業務量 

 

３ 現地機関ごとの現状、課題、見直しの方向性 

(1) 再編の議論対象現地機関 

    今回の現地機関の見直しに当たって、当審議会での議論の対象とする現地機関は、県内

に複数配置されている現地機関（同種の機関又は施設が複数配置されているものを含む。）

のうち個別の事情のあるものを除いたものとすることとしました。 

    その際、事務所全体の統合の視点だけでなく、特定業務を一部事務所に集約できないか

についても、効率性や業務の専門性の確保の観点から検討することとしました。 

    また、異なる機関について、関連業務間の連携や業務執行の効率化を考慮し、統合やそ

の他連携を深める手法についても検討することとしました。 

    個別に検討した結果、以下の現地機関を対象とし、議論を進めてきました。 

     ○広域圏単位設置機関    地方事務所福祉課（福祉事務所）、保健所、 

農業改良普及センター、建設事務所 

      ○４ブロック単位設置機関  労政事務所、家畜保健衛生所、 

                    教育事務所、消費生活センター 

      ○その他の機関       農業大学校、農業関係試験場 



3 

                    砂防事務所 

     また、総合現地機関の設置が本県の状況を踏まえ、適当かどうかなどについても検討を

行いました。 

(2) 管轄区域見直し 

① 現地機関全体に共通する考え方 

     現地機関の管轄区域は、圏域としてのまとまりや、各機関の管轄区域を極力一致させる

観点から、原則として、本県の広域行政の単位として定着している 10 広域又は４ブロック

を基本とすることが適当です。 

ただし、その基本を踏まえたうえで、時間距離など地域の特殊事情や危機管理対応を考

慮する必要があります。 

  ② 広域圏単位設置機関 

(ｱ) 地方事務所福祉課（福祉事務所） 〔現行 10 所〕 

  【現状と課題】 

       ・市町村合併による町村数の減少及び高齢者･障害者等の業務の市町村移管により、

所管区域･対象者が減少、職員定数も減少していること 

       ・精神障害者の保健福祉対策、要介護高齢者施策などで、保健分野（保健所）とのよ

り密接な連携が必要となっていること（国からも介護保険事業の円滑な実施のた

め、可能な限り二次医療圏と区域を一致させる等、保健医療サービス及び福祉サ

ービスの連携を図ることが求められている） 

  【見直しの方向性】 

         市町村合併や権限移譲の進展により、福祉事務所の所管区域や業務の対象者が

減少していることから、現在県が実施している業務の市町村への委託やさらなる

権限移譲について検討しましたが、身近なところでサービスが受けられるメリッ

トがある一方、小規模な町村が多い本県の現状や複雑な法制度のもとでは難しい

のではといった意見が多く出されました。 

また、福祉事務所の統合は、被保護世帯等サービス利用者にとって事務所が従

来に比べ遠くなり、不便になるケースが生じます。そのため事務所の統合ではな

く、生活保護等の業務量が少ない一部の所については、担当する職員の配置を集

約することによって効率的な業務執行体制を確保することを検討する必要があり

ます。 

以上の２点を踏まえたうえで、見直しの方向としては、精神障害者の保健福祉

対策や要介護高齢者施策等において、保健分野と福祉分野が、今後より密接な連

携を図っていくようにするため、保健所と福祉に関する事務所という２枚看板に

はなりますが、全国的にも 35 道府県（H19.4.1 現在）で福祉・医療が一体とな

った事務所となっている状況も勘案し、保健所に統合することが適当です。 
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(ｲ) 保健所 〔現行 10 所 6 支所〕 

  【現状と課題】 

・保健師の分散配置が専門的業務の執行体制の弱体化につながり、効率性、機動性

が課題 

        ・市町村の保健師数が増加する等市町村の保健関係業務が一定の充実 

    （市町村保健師数  H9 586 人 → H19 724 人） 

  【見直しの方向性】 

            平成９年の地域保健法の施行に伴う保健所の統合から 10 年余を経て、保健師業

務を取り巻く状況の変化などを踏まえ、分散配置されている保健師の職員体制を

集約し、保健所全体の保健師業務の機能を強化するため、また、市町村の保健師

が充実されてきたことから、支所は本所に統合することが適当です。 

ただし、本所と管内市町村間の時間距離など地域の特殊事情を考慮すること

が必要です。 

(ｳ) 農業改良普及センター 〔現行 10 所 8 支所〕 

  【現状と課題】 

       ・農家数(販売農家数)の減少（販売農家数 H7 103,466 戸 ⇒ H17 74,535 戸） 

       ・農業産出額の減少（H9 334,760 百万円 ⇒ H18 275,880 百万円） 

   ・組織を見直さず職員定数を削減してきたため、専門項目ごとの普及員の配置が難

しくなっており、専門的知識経験を要する業務の体制が弱体化   （H9 249

人⇒ H19 182 人） 

  【見直しの方向性】 

         平成９年に現行の 10 所８支所（当時は９支所）体制に統合して以来 10 年余の

間に職員定数が削減されてきた状況に対して、その組織的対応として、少人数が

分散配置されているセンター職員の体制を集約し、効率的な組織にするとともに、

地方事務所農政課や農業関係試験場との十分な連携を図るため、支所は本所に統

合することが適当です。 

ただし、農業生産の拠点地域を抱えているといった状況や、本所と管内市町村

間の時間距離など地域の特殊事情を考慮することが必要です。 

(ｴ) 建設事務所 〔現行 16 所〕 

  【現状と課題】 

・公共事業費等の大幅な減少（H10 260,073 百万円 ⇒ H19 77,691 百万円） 

       ・道路等の維持管理業務量の増大 

・組織を見直さず職員定数を削減してきたため、１所当たりの職員数が少なくなり、

専門知識・技術の継承や複数チェック体制が確保しにくいなど組織力が弱体化 

（H9 900 人 ⇒ H19 740 人） 
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  【見直しの方向性】 

         過去における現地機関の見直しの議論において、建設事務所の管轄区域の広域

化はこれまでも課題として捉えられてきました。 

今回、当審議会で審議を行った結果、建設事務所の将来的な方向性としては、

圏域としてのまとまりや、各機関の管轄区域を極力一致させる観点から、基本的

には 10 広域ごとに 1 所とし、他の所は、道路維持管理等身近な業務を行う支所等

とすることが適当との結論に達しました。 

しかしながら、建設事務所が存在していること自体が災害対応などの観点から地

域に安心感を与えていることを考慮すると、一気に 10 所に再編することは難しく、

多少時間をかけることも必要です。 

その一方で、建設事業の業務量が大幅に減少していることや、1所当たりの職

員数が少人数の体制になっていることから、災害など危機管理対応のための体制

を考慮しつつ、専門性の確保の観点から、地域性に配慮したうえで、特定の業務

は 10 所に集約することを検討する必要があります。 

  ③ ４ブロック単位設置機関 

    (ｱ) 労政事務所 〔現行 4 所 1分室 1 駐在〕 

  【現状と課題】 

・組織を見直さない中で職員定数を削減してきたため、１所当たりの職員数が少な

くなり、専門的知識経験を要する業務の体制が弱体化(H9 34 人 ⇒ H19 16 人) 

・４所２分室体制を H18.4.1 に地方事務所（産業労働課）の付置機関とし、４所６

分室体制としたが、専門性の確保が図られないなどの問題から、H19.4.1 に現行の

体制としたこと 

  【見直しの方向性】 

      職員体制を集約し、専門的知識経験を要する業務に対応できるようにするこ

となどから、１ブロック１所体制とし、分室及び駐在は本所へ統合することが

適当です。 

    (ｲ) 家畜保健衛生所 〔現行 5所 1支所〕 

  【現状と課題】 

・畜産農家数（H9: 3,180⇒H19:1,611）、 

飼養家畜頭数の減少（家畜単位 H9:121,254⇒H19:89,922)、 

１戸当たりの飼育規模の拡大（家畜単位 H9:88⇒H19:135） 

   ・鳥インフルエンザ、ＢＳＥなどの危機管理への迅速な対応の必要 

  【見直しの方向性】 

     ４ブロックに本所、支所が複数配置されるなど、１ブロック１所体制とはな

っていませんが、鳥インフルエンザ対策等危機管理への迅速な対応の必要性か
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ら、現行の５所１支所体制を維持することが適当です。 

(ｳ) 教育事務所 〔現行 6所〕 

  【現状と課題】 

・児童生徒数の減少（H9 215,645 人 ⇒ H19 189,988 人） 

・学校数の減少（H9 610 校 ⇒ H19 588 校） 

・教科によって、教科指導担当の指導主事が他所兼務により相互補完 

・各事務所が管轄する小中学校数、教員数等にアンバランス 

  【見直しの方向性】 

      児童生徒数、学校数が減少している状況や、現在、教科指導の大半の教科に

おいて、上田教育事務所、伊那教育事務所の職員がそれぞれ兼務で東信管内、

南信管内のブロック全体をカバーしているなど、教科指導担当の指導主事が相

互補完をしている現状などを踏まえ、１ブロック１所体制を基本とすることが

適当です。 

ただし、へき地校の多さなど地域性を考慮して、学校管理の支援業務などに

ついてサービス低下にならない配慮を検討する必要があります。   

(ｴ) 消費生活センター 〔現行 4所 1支所〕 

      【現状と課題】 

        ・特定商取引法等による事業者規制の強化、消費生活条例の制定等、行政権限が強

化される流れの中で、本庁及び地方事務所と消費生活センターとの連携強化 

・４所１支所間の相談件数の差、電話相談中心 

       ・市町村の相談件数や相談窓口の状況に差がある中で、市町村との役割分担 

      【見直しの方向性】  

                  当審議会の議論では、県のセンターと市町村の役割分担の明確化について意見

が出されています。 

         一方、国では、消費者行政の充実について検討がなされ、平成 20 年６月 27

日に「消費者行政推進基本計画」が閣議決定され、その中で、 

         ・地方の消費生活センターを法的に位置付け、全国ネットワークを構築 

         ・消費生活センターの設置運営の充実に対する国の財源確保 

を盛り込み、市町村を含めた地方の体制整備を進めようとしています。 

 法律の内容や財政支援の具体的中味は国において検討中であり、本県の消費生

活センターのあり方について、当審議会として具体的な方向性を示すことはで

きませんが、国の制度化の状況や県内市町村の動きを見つつ、平成 21 年１月に

施行される長野県消費生活条例の運用を含め、市町村との役割分担を勘案のう

え、県として的確な組織体制となるよう努めていくことを求めます。 

  ④ その他の機関 
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    (ｱ) 農業大学校 〔現行農学部キャンパスが 2箇所〕 

  【現状と課題】 

・入学希望者の減少（定員 60 人に対し、H20 入学者数 42 人） 

・H14 年度の学部再編（指導学部 定員 75 人と営農学部営農学科 定員 40 人を再編）

により農学部総合農学科（定員 60 人 ２年課程）のキャンパスを長野市（松代）

と小諸市に分散配置 

  【見直しの方向性】 

        農学部が１年、２年生でキャンパスが分かれているため先輩後輩の交流が希

薄になることや、２年間の修学期間のうち１年ごとに引越しを余儀なくされる

など、生徒の教育にとって必ずしも好ましい状況にはなく、そうした教育上の

配慮と学部としての一体的・効率的運営の観点から、農学部は松代に集約し、

研修部は小諸に存置することが適当です。 

     なお、就農希望者や農業者向けの研修について、「食と農業・農村振興計画」

に基づく施策を戦略的に実行し、目標を達成するために、カリキュラム等研修

内容の充実強化の検討を求める意見が複数の委員から出されました。 

    (ｲ) 農業関係試験場 〔現行 品目型 4場 地域対応型 2 場 企画調整型 1 場〕 

  【現状と課題】 

・研究員が減少している中で、農業技術の高度化・専門化・多様化に伴った人員配

置が十分でなく、試験研究のための体制が弱体化（H9 264 人 ⇒ H19 205 人） 

        ・新たな研究施設や設備の整備への対応の難しい状況 

・農業技術の高度化・多様化・専門化、産地間競争の激化、販売価格の低下、産出

額の減少、農業者の減少、気象の温暖化 

  【見直しの方向性】 

           激化する国内外の農業の生産競争を勝ち抜くためには、品種や技術の開発力を

強化することが必要であり、試験場の組織について、品目別を基本に、品目の適

地性にも考慮した試験研究体制に再編することが適当です。 

その際には、南北に長く、標高差も大きいため、最高・最低気温・平均気温

や降水量など地域によって気象条件等が大きく異なる本県の状況から、地域性

も考慮した試験研究体制とすることが必要です。 

    (ｳ) 砂防事務所 〔現行 3 所〕 

  【現状と課題】 

・砂防公共事業費等の大幅な減少（H10 40,439 百万円 ⇒ H19 10,737 百万円） 

        ・これまで建設してきた施設の維持管理や新たなソフト事業の業務量の増大 

        ・組織を見直さず職員定数を削減してきたため、１所当たりの職員数が少なくなり、

専門知識・技術の継承や複数チェック体制が確保しにくいなど組織力が弱体化 

（H9 48 人 ⇒ H19 40 人） 
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  【見直しの方向性】 

     砂防事務所の管轄区域は、急峻で脆弱な地質など災害の多い地域であることや、

緊急時など地元の皆さんの安全・安心のよりどころとされる砂防事務所に対する

信頼感を考慮すると、現行の３所体制は維持することが適当です。 

しかしながら、１所当たりの職員数が少なくなっている状況から、一部業務を

近隣の建設事務所に集約し、効率化を図ることを検討する必要があります。 

 

    なお、管轄区域見直しについては、現況や課題についての資料や関係部局の意見等に基づ

く議論のほか、次により関係者との意見交換を行いました。 

    ①長野県建設業協会(平成 20 年５月 22 日 第９回審議会) 

      建設事務所及び砂防事務所に関し、会長(当時)から、①災害が多い長野県であること

を考えると、初期対応のため事務所は身近にあってほしい、②職員数の削減をしなけれ

ばならないという状況でも、二つの事務所を一つにしてしまうのではなく、二つのうち

一つは維持管理だけにするといった方法を考えてほしい、等の意見をいただきました。 

②日本労働組合総連合会長野県連合会副事務局長(平成 20 年５月 22 日 第９回審議会) 

      労政事務所に関し、副事務局長から、①働く３人に１人が非正規労働者という状況、

労働環境が厳しくなっている状況、労政事務所の管轄区域が広い状況等を考慮すると、

最低でも４ブロックに１所の体制は必要である、②見直しに当たっては、活動に地域間

格差が生じないようにしてほしい、③専門性を持った職員の配置をしてほしい、等の意

見をいただきました。 

③審議会に要望を出された下伊那地域の関係団体(平成 20 年８月６日 阿南町役場) 

       （南信州広域連合、阿南町、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、豊丘村、下伊那南

部ブロック農業委員会協議会、飯伊市町村教育委員会連絡協議会、下伊那校長会、

飯伊地区社会教育委員会連絡協議会、飯田市公民館運営協議会、飯伊ＰＴＡ連合会

の町村長、会長等） 

      保健所阿南支所、農業改良普及センター阿南支所、下伊那南部建設事務所及び飯田教

育事務所に関し、それぞれの団体から、存続すべきとの意見が出されました。 

      各現地機関に共通する理由として、下伊那地域は、広大な面積を有していること、未

整備区間の多い道路状況等から行政サービスを受けるための移動に相当な時間がかかる

こと、小規模分散型のサービスを展開せざるを得ないこと、県庁から遠く離れているこ

と、等が指摘されました。 

      また、保健所については、支援対象者への集団指導ができず、訪問指導が不可欠であ

ること、農業改良普及センターについては、地域の主要産業であり、気象条件等が異な

る中できめ細かな対応が求められていること、建設事務所については、災害時に孤立す
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る恐れのある地域が多く、日常はもとより災害時の迅速な活動が必要であること、教育

事務所については、へき地校が多こと、経験年数が少ない教職員が多いこと、市町村教

育委員会の職員体制が脆弱であること等から、教育事務所が身近にあって、諸問題に迅

速に対応することが必要であること、等の意見が出されました。 

(3) 総合現地機関についての考え方 

    総合現地機関については、平成 19 年 3 月策定の『長野県行財政改革プラン』において、

組織的課題の一つとして「現地機関の権限強化と総合現地機関の検討」が掲げられていま

す。こうしたことを受け、総合現地機関のメリット、デメリット・課題を検討したうえで、

次のような対応案を当審議会としてとりまとめました。 

   （ｱ）総合現地機関のメリット、デメリット・課題 

     ○メリット 

      ・事務や権限を幅広く担う体制整備により、総合的行政サービスの提供が可能になること 

      ・各現地機関の管理部門の統合によりスリム化が可能になること 

○デメリット 

・十分な権限委譲を行わないと中２階的組織となるおそれがあること 

・責任の所在が不明確になり、屋上屋になるおそれがあること 

  ・組織が大きくなることによるマネージメントの困難性 

・意思決定に時間がかかり、災害時の対応などに遅れが生じるおそれがあること   

     ○課題 

建設事務所の見直しについては、「一気に 10 所に再編することは難しく、多少時間

をかけていくことが必要」との見直しの方向性の整理がされており、しばらくの間は、

業務の集約は検討されても、各広域１所体制とはならないことが想定され、広域圏ご

とに一つの総合現地機関としてまとまる状況ではないこと 

    (ｲ) 対応案 

        前記のメリット、デメリットを比較考慮し、また、総合現地機関の対象として必須の

現地機関である建設事務所が、当面、広域圏単位の事務所体制とならないことなどから、

総合現地機関の設置は現時点では行わないことが適当と考えます。    

一方、広域圏において県行政の総合調整を図っていくことは必要であることから、地

方事務所に、その役割として総合調整機能を持たせることが適当です。 

そのための措置として、次の３点の対応が必要です。 

① 地方事務所については、10 所の地方事務所としての設置条例がないことから、新

たに「地方事務所設置条例」を制定 

② 現行は町村のみである管轄区域について、新設条例においては、市を含む広域圏

全体を規定 

③ 新たな条例上に、それぞれの地域の現地機関全体の総合調整機能を地方事務所に

付与することを明記 
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(4) その他の組織の見直し、業務の連携・集約等 

   前述の「再編の議論対象現地機関」以外の組織にあっても、簡素で効率的な組織、     

機能が発揮できる組織を目指すことは当然必要です。こうした組織についても「見直しに

当たっての基本的考え方」に沿って、現地機関全体に共通する考え方として 10 広域又は４

ブロックを踏まえた組織の見直しや、異なる機関の業務間の連携を深める手法、効率性や

業務の専門性の確保の観点から特定業務の一部事務所への集約等について検討を行い、見

直すべきものは見直していくことが必要です。 

     

４ 県と市町村（広域連合）との業務共同化 

今回の現地機関の見直しに当たっての当審議会の検討事項の一つに「県と市町村（広域連合）

との業務共同化」があります。 

地方分権改革推進委員会の第一次勧告(平成 20 年５月 28 日)など、基礎自治体である市町村

への権限移譲等の一層の推進が図られようとする中、小規模町村が多いことや、広域連合の整

備が進んでいる本県の状況を踏まえ、県・市町村を通じた業務の効率化を図るため、県と市町

村（広域連合）との業務共同化についても検討することとしました。 

そのため、共同化の具体的業務の洗い出しや手法、課題等について検討する県と市町村の事

務レベルの検討会で検討が開始され、平成 20 年度末を目途に当審議会に報告されることとなっ

ています。 

  〔主な検討内容〕 

     ・県と市町村が共同化できる具体的業務の洗い出し 

     ・市町村が広域で共同処理可能な業務と県の関わりの洗い出し 

     ・共同化の手法、課題 

     〔検討会の構成〕 

      長野県、市、町村、長野県市長会、長野県町村会 

 

５ 現地機関の再編を実施するに当たっての留意点 

(1) 答申に基づき必要な配慮をしたうえでの県の実施案の策定 

   現地機関の再編に当たっては、見直しに伴い考慮すべき事項や懸念される事項に十分配慮

したうえで、答申に基づく県の実施案を策定する必要があります。 

(2) 県民の方々、関係市町村、関係団体等への十分な説明 

   現地機関の業務は県民生活や市町村と密接に結びついているものが多く、現地機関の再編

の実施に当たっては、こうした県民の方々、関係市町村、関係団体等の皆さんに十分説明し

ていくことが必要です。 

(3) 今後の状況変化に対応した適時適切な現地機関の見直し 

   地方分権改革の推進による国、県、市町村の役割分担の見直しなどにより、県そのものも、
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あるいは現地機関を取り巻く状況も、今後とも変化していくものと考えられます。こうした

状況の変化を踏まえ、適時適切に現地機関の見直しを行っていくことが必要です。 
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